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 農水省でこのほど都道府県の農薬担当者会議が開催され、今後新たに導入されることになる「農薬の急性農薬の急性農薬の急性農薬の急性

的影響的影響的影響的影響にかかる評価により変更される使用法の周知等」に関する説明が行われた（H26．9.10）。同会議で示

された資料によれば、農産物に残留した農薬を摂取することによる人の健康への影響については、これまで、

当該農薬に適用のある農産物のすべてに最も残留しやすい条件で農薬が使用されると仮定し、一生涯にわた

ってさまざまな食品を介して農薬を摂取しても悪影響が生じないかどうかの観点から長期暴露に基づく評価

が行われてきた。しかし、農産物を一時に大量に食べる場合の急性的影響については、長期暴露に基づく評

価で判断することは適切でないことから、今般、これに加え当該農薬が最も残留しやすい条件で使用された

特定の農産物を一度に多量に食べる可能性があるものについて、農薬を一度に多量に摂取することによる健農薬を一度に多量に摂取することによる健農薬を一度に多量に摂取することによる健農薬を一度に多量に摂取することによる健

康への急性影響が生じないかどうかに康への急性影響が生じないかどうかに康への急性影響が生じないかどうかに康への急性影響が生じないかどうかについてもついてもついてもついても評価評価評価評価することになったものである。 

 

 具体的なイメージは下の図に示したとおりとなっている。これまでは長期暴露評価によって、食品ごとの

摂取量を積み上げて長期摂取量を推定し、一日当たり摂取許容量（ADI 注１）の80％の数値を安全レベルとし

て評価してきた。その際、食品ごとの摂取量は残留濃度に一日摂取量を乗じて算出されたものであるが、基

準となる数値にはいずれも平均値が用いられている。これに対し、今回導入されることになった短期暴露評

価は、個別の食品ごとに短期摂取量を推定して安全レベル（ARfdARfdARfdARfd 注２注２注２注２：：：：AAAAcutecutecutecute    RRRReferenceeferenceeferenceeference    DDDDoseoseoseose）（以下次ページ） 
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を設定し農薬の影響を評価するもので、その数値は残留試験で得られた最高濃度に一日当たり最高摂取量を

乗じて求められたものであり、一時に大量に食べた場合の最も高い危険度を反映するようになっている。 

 今後は、厚生労働省の食品安全委員会において、一時に大量に摂取する可能性が高いと判断される食品に

ついて順次ARfD値が設定され、従来のADIに基づく数値とARfDの両方の安全レベルをクリアしたものが

農薬として流通していくことになる。今後新規に登録されるものや、登録が継続される農薬は当然このレベ

ルをクリアできる使用基準で登録されることになるが、既登録農薬の中にはラベルに表示されている使用法

ではARfD値をクリアできないと推定されるものが相当数存在するものとみられている。 

 

 弊社の取り扱い農薬ではアセフェート剤（商品名オルトラン）等がこれに相当し、農水省ではこのような

農薬については有効期限内であればすでに生産された商品が流通するため、メーカーに対し、ARfD値の正式

公表前であっても自主的に危険性を排除するような措置を求めている。メーカーではすでに、ARfD値を超え

る危険性の高い、かんきつ・トマト・ミニトマト・ブロッコリー・なす・かぶ・はつかだいこん（オルトラ

ン水和剤）、ミニトマト・はつかだいこん（オルトラン粒剤）に対する登録の削除を申請し、これらの作物で

は使用しないよう求めるとともに、代理店等を通じ周知を徹底することにしている。弊社では今後とも新た

な情報が得られ次第タイムリーにお知らせしたいと考えている。 

 

 

 

 

    
 
 平成24年に九州および中国・四国地方の各県で発生したストロビルリン系農薬（通称通称通称通称QQQQ0000IIII剤剤剤剤注１）に耐性を有するイネ

いもち病菌は 25 年には京都府まで発生地域が拡大し徐々に発生地域が北上する様相を見せていましたが、このほど岐阜

県でも美濃地域の一部で発生が確認され、東海地方まで分布域が拡大したことが明らかとなりました（岐阜県病害虫防除

所9月25日発表病害虫発生予察情報）。 

Q0I剤は、予防・治療効果ともに優れることから、長期持続効果が期待できる箱剤として、また本田防除剤としても無

人ヘリ防除に広く用いられていることから、発生が確認された地域では箱剤・本田防除剤ともにQ0I剤以外の剤を採用す

るとともに、その他の地域では箱剤にQ0I剤を使用した場合には本田でQ0I剤以外の剤を使用するなどの慎重な対応が必

要となります。また、今後は耐性菌のために剤が使えなくならないようにQ0I剤の使用を年１回にとどめて下さい。 

なお、現在のところ北陸地域の各県では発生が確認されていませんが、種もみの県間流通量の６割を超える生産がある

富山県で発生すると発生地域拡大への危険性が極めて高いことからQ0I剤の使用を年１回にとどめるとともに、今後は年

次によってQ0I剤とそれ以外の薬剤の交互使用を進めるなどの対策が大切になります。 

  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

注１注１注１注１ADIADIADIADI（一日摂取許容量：（一日摂取許容量：（一日摂取許容量：（一日摂取許容量：AAAAcceptablecceptablecceptablecceptable    DDDDailyailyailyaily    IIIIntakentakentakentake）とは・・・・・）とは・・・・・）とは・・・・・）とは・・・・・    

  ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、現在の科学的知見から見て健康への悪影響 

がないと推定される一日当たりの摂取量。 
注２注２注２注２ARfdARfdARfdARfd（急性参（急性参（急性参（急性参照用量：照用量：照用量：照用量：AAAAcutecutecutecute    RRRReferenceeferenceeferenceeference    DDDDoseoseoseose）とは・・・・・・）とは・・・・・・）とは・・・・・・）とは・・・・・・    

  ヒトがある物質を24時間又はそれより短い時間経口摂取した場合に健康に悪影響を示さないと推定さ 

れる一日当たりの摂取量。 

注１注１注１注１QQQQ0000IIII；キュー・オー・アイ：Q0 Inhibitors の略。病原菌の細胞にはミトコンドリアという呼吸をつかさどる小

器官があるがストロビルリン系薬剤はそこにある「複合体Ⅲ（チトクローム bcl の Qo 部位）」という蛋白質

に結合して呼吸作用を阻害する作用があることから、一般的にこの系統の薬剤をQ0I剤と呼んでいる。             

QoI剤耐性いもち病発生地域
H24年度
H25年度
H26年度

（H26年9月現在）
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　　　　～岐阜・美濃地域の一部で発生を確認、～岐阜・美濃地域の一部で発生を確認、～岐阜・美濃地域の一部で発生を確認、～岐阜・美濃地域の一部で発生を確認、
　　　　　　　　　　　　　　　富山でも今後の動向に要注意　　　　　　　　　　　　　　　富山でも今後の動向に要注意　　　　　　　　　　　　　　　富山でも今後の動向に要注意　　　　　　　　　　　　　　　富山でも今後の動向に要注意！！！！ ～～～～

§１　食品中に残留する農薬に新たな評価法導入へ
　　～長期暴露評価による一日摂取許容量に加え、

　　　　　短期暴露評価に基づく急性参照用量が導入されることに！～　（名畑技術顧問）・・・１～２ページ

§２　ストロビルリン系殺菌剤（QoI剤）耐性イネいもち病菌発生情報
　　　～岐阜・美濃地域の一部で発生を確認、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山でも今後の動向に要注意！　（名畑技術顧問）・・・２ページ
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嵐スタークル粒剤嵐スタークル粒剤嵐スタークル粒剤嵐スタークル粒剤

岐阜県病害虫防除所資料に一部加筆岐阜県病害虫防除所資料に一部加筆岐阜県病害虫防除所資料に一部加筆岐阜県病害虫防除所資料に一部加筆

ストロビルリン系ストロビルリン系ストロビルリン系ストロビルリン系


